
第 141 回伊達市災害対策本部会議 
平成 24 年 12 月 25 日（火） 

14：00～ 

保原庁舎 2 階応接室 

 
1 放射能対策関係 
（1）除染業務の進捗状況について 
 
 
 
 
（2）特定避難勧奨地点の設定解除について 
 
 
 
 
 
2 その他 
（1）除染推進センターだより（第 15 号）の発行について 
 
 
 
 
（2）農業情報誌「たがやす」（第 7 号）の発行について 
 
 
 
 
（3）災害対策号（第 72 号）の発行について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次回  1/22（火）  10：00～11：00 
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第 141 回本部会議の概要について 

1 実施日時等 
平成 24 年 12 月 25 日（火） 14：00～15：00 

2 内容 
1 放射能対策関係 
（1）除染業務の進捗状況について 

放射能対策課長が資料により説明した。 

12 月 15 日現在における進捗状況である。A エリアでは、各工区で事前モニタリング及び除染

作業を実施中である。除染済み戸数は、1,037 戸、対象戸数 2,555 戸に占める進捗率は、40.59％

に達した。仮置場は、保原町富成工区で新たに 1 箇所の契約が済み、合計で 47 箇所の仮置場

が確保された。なお、資料中、「契約済面積の計」を 251,339 ㎡に、「必要面積不足分の計」を

10,356 ㎡に修正願いたい。 

B エリアでは、月舘町上手渡地区で、新たに 2 箇所の仮置場について契約を完了した。 

A 及び B エリアともに、仮置場の確保に向けて鋭意進めている。月舘町糠田地区の除染作業に

関しては、本日（12/25）入札を終え、工期を H24.12.28～H25.6.28 として発注する。詳細な

数値等は、添付資料のとおりである。 

（市長） 

B エリアの除染発注が次第に進んでおり、今後は、より仮置場確保のための取り組みが肝要と

なる。B エリアでは、特に保原町上保原地区が戸数の点で大きい割合を占める。保原町上保原

地区や村岡・八幡台地区では、話は進んでいるのか。また、その他の地区の状況はどうなのか。 

（市民生活部長） 

上保原地区では、まとまった面積の仮置場の提案について、総合支所経由で受けている。 

（市民生活部次長） 

村岡・八幡台地区は、田が多い。仮置場確保に向けた取り組みをしているものの、田が多く、

比較的狭いため難航している。霊山町石田地区では、当該地区の財産区において、仮置場確保

に向けての動きが見られる。 

（月舘総合支所長） 

月舘町月舘については、2 箇所の仮置場確保を考えており、話を更に詰めている状況。 

（市長） 

保原町村岡・八幡台地区は、学区としては、柱沢地区。村岡・八幡台地区の地勢なども踏まえ

れば、町内会同士で話し合いの場を持ってもらうことも必要であり、仮置場確保に向けたひと

つの手段である。 

（2）特定避難勧奨地点の設定解除について 

環境防災課長が資料により説明した。 

12 月 1 日～9 日、12 日と、原子力災害現地対策本部及び福島県災害対策本部で特定避難勧奨

地点における環境放射線モニタリングを実施した。その結果、事故発生後 1 年間の積算線量が

20mSv を超えると推定されるとして設定された特定避難勧奨地点については、解除後 1 年間

の積算線量が 20mSv 以下となることが確実であるとことが確認されたとして、当市における

勧奨地点設定世帯 128 世帯の解除に至ったものである。なお、関係機関によると、現時点にお

いては、勧奨地点設定解除後も、各種支援等は継続されるとのこと。 
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（市長） 

特定避難勧奨地点の設定解除にあたっては、記者会見を実施した。記者会見の内容は、今後、

当市ホームページにも掲載する予定であるが、簡潔な内容については、次のとおりである。 

一つは、市民からの問い合わせも多い「除染を未実施の世帯もある中での勧奨地点設定解除と

は、どいうことなのか」ということ。これについては、解除後 1 年間の線量が 20mSv 以下と

なることが確実であるということが明らかになったという国の判断。国が設定した勧奨地点に

関しては、国が解除する。線量が低下した原因を辿れば、除染と時間の経過ということが挙げ

られるだろう。線量としては、解除の段階に至っているということである。 

 

二つ目は、特定避難勧奨地点に関しては、当市としても、地点としてではなく、地域として設

定するよう訴えてきた経緯がある。特定避難勧奨地点の枠組みは、国の制度であったこともあ

り、結局のところ、地点での設定ということであった。そうした中、当市においては勧奨地点

設定世帯のある地域における問題を呼び起こした。特に注目すべき問題は、コミュニティの崩

壊という問題である。賠償金のことなども相まって、余計にひずみを大きくした。こうした問

題がある中での勧奨地点設定解除にあたって、解除されたためにすぐ元通りのコミュニティが

戻るかというとそうではないが、少なくとも、特定避難勧奨地点の解除は、コミュニティの回

復に関する必要条件である。十分条件ではない。 

 

三つ目は、前述の事項にも関連して、勧奨地点に設定されなかった世帯が集団で訴訟を起こし、

別途、賠償請求がなされるという準備段階に入っているということを聞いている。このことに

ついて、当市としては、特に関与しない。 

しかしながら、勧奨地点の設定に関係し、地域のコミュニティが崩壊、地域コミュニティがう

まくいっていないということは否めない事実であるから、今後、何らかの地域振興策のような

かたちの方策を検討していきたい。 

例えば、小国地区で言えば、水道の敷設を国の支援を受けながら実施するとか、新たに、革新

的な農業振興策を行うなどである。小国地区には、そうした農業について研究しているグルー

プもあると聞いている。今後は、そうした検討も行っていきたい。 

 

2 その他 
（1）除染推進センターだより（第 15 号）の発行について 

12 月 16 日に梁川町堰本地区で除染モデル事業実証試験を行った際の記事が主である。これは、

今後、Cエリアの除染を行った際、どの程度の時間を要するかなどの検証も含めた除染である。 

裏面では、放射能測定器の性能を確認しようと題し、測定器の簡単な見分け方を掲載した。そ

の他の詳細な記事については、添付資料のとおり。 

 

（2）農業情報市「たがやす」（第 7 号）の発行について 

産業部次長が資料により説明した。 

農地等の除染の実施状況、米の全量全袋検査で各自米を搬入した際の運搬料の請求及び放射性

物質の基準値を超える大豆の流通防止に関する記事が主である。その他の記事に関しては、添

付資料のとおり。 
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（市長） 

読んでもらいたいところ、強調したいところは線を引いたりするのも良いだろう。 

（産業部長） 

あんぽ柿は、現在、県や JA 等で柿の解体を実施している。また、このほかに、国（農林水産

省）において「あんぽ柿復興プロジェクト」という取り組みを行う予定であるとのこと。この

ことについては、明日（12/26）、農林水産省の園芸課と話し合いの場を持ち、意見交換を行い

ながら協議してまいりたい。明日の意見交換次第というところはあるが、プロジェクトは立ち

上げる方向である。 

 

大豆に関しては、24 年以前に生産された大豆についても出荷制限の対象となるものだが、コメ

同様、生産管理計画を作成し基準等を明確にした上でなければ、賠償の対象とならないようだ。 

 

（市長） 

食物の追跡可能性、すなわち、流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追

跡が可能な状態が、今後は求められるのであろう。 

 

出荷用農産物の放射性物質モニタリングに関しても、生産段階及び出荷段階で測定することが

今後必要であろう。コメに関しては、全量全袋検査のように徹底して行われるようになったが、

その他の農産物については、まだ徹底されたものではない。 

 

例えば、あんぽ柿においても、コメの全量全袋検査のように、一つひとつのあんぽ柿を測定で

きるのが理想である。現在は、対策が未了であった場合、対策したにも関わらず放射性物質が

検出されてしまった場合ともに、1 個のあんぽ柿から放射性物質が検出されてしまえば、すべ

てについて出荷できなくなってしまう状態である。 

そうしたことを避けるためにも、出荷段階で一つひとつのあんぽ柿をコメの全量全袋検査のよ

うに実施し、放射性物質を基準以上含むものは当該検査で選別するような仕組みがあると良い

のではないかと考える。そのような検査機器はないものか。 

（産業部長） 

機器メーカーや県でも、そのような機器については情報を持っているかもしれない。 

（市長） 

コメといった一般的かつ大量に消費される食品となれば、検査機器も充実しているかと思われ

るが、「あんぽ柿の検査」と限定すれば、なかなかそれに見合うものはないのが現状であろう。 

（産業部長） 

果物の場合、ほぼ空間がなくなる米袋と異なり、箱詰めすると空間が多く生じる。このことが、

検査に当たっては問題になる場合がある。 

（市長） 

機器の開発はメーカー等にお任せするとしても、出荷段階で放射性物質の基準値以下又は基準

値超を選別できる方法がないのは不安要素である。これについては、到底、当市だけで対策で

きる問題ではないので、国や県でも機器メーカーに依頼し、実施している経過等がないか等も

含めて、調べてほしい。 
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（3）災害対策号（第 72 号）の発行について 

秘書広報課広報広聴係長が資料により説明した。 

（市長） 

1p 下部に掲載の「市内各地域の放射線測定結果」に掲載の地点はどういった場所か。 

（市民生活部長） 

国及び市で測定した値が掲載されており、多くが道路路肩で測定しているため、道路の除染が

済んでいない影響を受けていると考えている。 

（市長） 

指標としてどうなのか。市内各地域の放射線測定地点とするのであれば、検討する必要がある。 

 

本日で、本年最後の災害対策本部会議となる。まだまだ災害対策本部としての使命を終えては

いない。被災から 2 年目を向かえ、対策は具体的に進んだ。特定避難勧奨地点の設定解除は非

常に大きな前進である。除染未実施の場所もある中での設定解除ではあるが、一定の除染の効

果の現れであると私は思っている。除染の進捗にあたっては、仮置場の確保に係る職員の取り

組み及び地域関係者の協力の賜物である。 

当市における仮置場の確保数は、県内でも多いほうであろう。これは、仮置場に対する伊達市

民の理解が、比較的進んでいるためだと考えている。 

放射能対策に関しては、課題は多いが、市として実施すべき部分は我々がきちんと対策をとる

という方針のもと取り組んできた。高い目標がある中で大変な業務ではあるが、一定の成果を

挙げてきた。皆様の努力の賜物であり、感謝いたしたい。引き続き、来年もよろしくお願いし

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

《次回本部会議》 

平成 25 年 1 月 22 日（火） 10：00～11：00 

本庁舎 2 階 応接室において 

（文責：石川 智史） 


